
香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】【申請受付要項】 

※第１期（令和５年１月分～令和５年９月分）、第２期（令和５年 10月分～令和６年５月分）、 

第３期（令和６年８月分～令和６年 10 月分、令和７年１月分～令和７年３月分）、第４期 

（令和７年７月分～令和７年９月分）に引き続き、第５期（令和８年１月分～令和８年３月 

分）の申請受付を開始します。 

 

【申請期間】 

令和８年４月６日（月）～６月５日（金） 

【申請方法】 

原則として、香川県電子申請・届出システムにより申請してください。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12268 

※持参による申請はできません。 

香川県電子申請・届出システムの操作方法等が不明な場合は、 

下記のお問い合わせ先にご連絡ください。 

【申請書類の入手方法】 

香川県ホームページから必要書類をダウンロードしてください。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/tokubetukouatsu/youkou5.html 

  ※申請書の内容について、県の担当者から問い合わせをさせて          

いただく場合がありますので、ご協力ください。 

 

【お問い合わせ先】  

ご不明な点は、下記にお問い合わせください。 

香川県 商工労働部 経営支援課 商業・金融ｸﾞﾙｰﾌﾟ ☎０８７－８３２－３３４５ 

 

この支援金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、支援金全額の
即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、事業者名の公表等を行う場合が
あります。虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。  
 

 

 

申請受付要項・・・・p.１～p.７ 

記載例・・・・・・・p.８～p.11 
 

目次 

※申請書等の様式は、この要項の最後に添付しています。 

令和８年３月 16 日版 

 

 



1 
 

香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】 
（令和８年１月分～令和８年３月分） 

【申請受付要項】 

 
１ 趣旨

 
電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等に対し、

電気料金の一部を助成するため、香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金
【第５期】（以下「支援金」という。）を支給するものです。 

 
２ 支給対象者・支給対象期間・支給要件

 

【支給対象者】 

次のいずれかに該当する事業者とします。 
①香川県内に所在する事業所において、特別高圧の電力契約により電力供給を

受けている中小企業（※）、その他の法人、個人事業主 
②特別高圧の電力契約により電力供給を受けている香川県内の商業施設等に入

居する中小企業（※）、その他の法人、個人事業主 
 (※)中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業者とします。  

【中小企業者の定義】 

業種 
下記のいずれかを満たすこと 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業、建設業、運輸業、
その他の業種（下記に掲げ
る業種を除く） 

３億円以下 300 人以下 

卸売業 １億円以下 100 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

  中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業、その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、 
「小売業」のどの業種に分類されるのかを判断する際には、別表（p.５）をご覧ください。 

【支給対象期間】 

支給対象期間は、令和８年１月使用分（２月検針分）から令和８年３月使用分
（４月検針分）までとします。 

【支給要件】 

支給要件は、申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業
を継続する意思を有することとします。 
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【支給対象外となる場合】 

以下の（ア）～（エ）のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象と

なりません。 

 

（ア） 法人税法別表第１に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体 

（イ） みなし大企業（次の①～⑤のいずれかに該当する者） 

 ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

 ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中

小企業者  

④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業者が所有して

いる中小企業者 

 ⑤ ①～③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを

占めている中小企業者 

ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大

企業の規定を適用しない。 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合  

（ウ） 香川県補助金等交付規則第５条の２各号（※）に掲げる者 

（※） 香川県補助金等交付規則 

第５条の２ 知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の

各号のいずれかに該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補

助金等の交付の決定をしないものとする。 

(１) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(２) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

（エ） 既に支給対象期間にかかる支援金の支払いを受けた事業者 

（オ） （ア）～（エ）に掲げる者のほか、支払いすることが適当でないと知事

が認める者 
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３ 支援金の額
 

〇 支援金の額は、次の額とします。 
 

支援金の額  （１） 令和８年１月使用分（２月検針分）・ 

令和８年２月使用分（３月検針分） 

2.3 円／kWh ×  使用電力量（kWh） 

（２） 令和８年３月使用分（４月検針分） 

0.8 円／kWh ×  使用電力量（kWh） 

※１円未満の端数は切り捨てます 

           「○月使用分」は検針日の属する月によって判断します 

           例：2/25～3/24 の使用電力量を 3/25 に検針 → ２月使用分（３月検針分） 

 

４ 申請に必要な書類
 

申請書類は、（１）は Excel データで、それ以外は PDF データ（Ａ４サイズ）

で、香川県電子申請・届出システムに添付して申請してください。 

※第４期までに本支援金を受給した事業者は、変更等がなければ（２）、

（３）、（５）は省略可能です。 

（１）香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】申請書（第１号様

式）【記載例 p.８～９】 

・「記載例」をご覧のうえ、必要事項をご記入ください。 

・ダウンロードした申請様式（Excel）に使用電力量（kWh）を入力すると、支援金請求額が自

動で計算されます。 

（２）法人の場合：履歴事項全部証明書の写し 

   個人事業主の場合：税務署に提出した直近の確定申告書類の写し【参照 p.６

～７】及び本人確認書類の写し 

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）に記載の住所が、申請者の

現住所と一致する書類の写しをご提出ください。 

・マイナンバーカードの場合、オモテ面の写しのみを提出してください。 

マイナンバーが記載されたウラ面の写しは送付しないでください。 

（３）支給対象期間に特別高圧の電力契約により電力供給を受けていることが確認

できる書類（商業施設等に入居する者である場合、入居している商業施設等

の特別高圧の電力契約が確認できる書類及びその者が入居していることが確

認できる書類） ※電力会社の請求書の写し、入居契約書の写し等 

（４）支給対象期間の使用電力量（実績値）が確認できる書類 ※電力会社の請求

書の写し、商業施設等の請求書の写し等 
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（５）支援金の振込口座の通帳等の写し 

・振込口座は、申請者が法人の場合は当該法人名義の口座、申請者が個人事業主の場合は当該個

人事業主本人の名義の口座に限ります。 

・預金通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の（支）店名、預金の種目及び口座番号が記載

されたページの写しをご提出ください。インターネットバンキングの場合、これらの事項が記

載されたページを印刷してご提出ください。 

（６）誓約書（第２号様式）【記載例 p.10】 

・誓約内容を確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れてください。 

（７）チェックリスト【記載例 p.11】 

 ・提出前にチェックリストで提出書類を確認してください。 

５ 申請書の審査
 

・ 必要な書類が全てそろっていない場合、県から不足している書類の提出をお願

いします。県が指定した期日までに必要な書類の提出がないときは、支援金を支

払いできませんのでご注意ください。 

・ 申請書の審査の結果、支援金の支払いの可否を決定したときは、支給又は不支

給に関する通知を、原則として、香川県電子申請・届出システムからの電子メー

ルにより送付します。 

６ 支援金の支払い
 

・ できる限り早期の支払いに努めますが、申請書等に不備がある場合には、時間

を要する場合があります。 

・ 支援金は、申請書に記載された振込口座に県から振り込みます。 

７ 関係書類の保管等
 

・ 支援金の支払い後においても、申請書に添付した書類の原本等を５年間保存

し、県から提出等の求めがあった時はこれに応じてください。 
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中小企業基本法上の類型 日本標準産業分類上の分類 
製造業、建設業、運輸業、
その他の業種 

下記以外の全て 

卸売業 

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 
中分類５０（各種商品卸売業） 
中分類５１（繊維・衣服等卸売業） 
中分類５２（飲食料品卸売業） 
中分類５３（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業） 
中分類５４（機械器具卸売業） 
中分類５５（その他の卸売業） 

サービス業 

大分類Ｇ（情報通信業）のうち 
中分類３８（放送業） 
中分類３９（情報サービス業） 
小分類４１１（映像情報制作・配給業） 
小分類４１２（音声情報制作業） 
小分類４１５（広告制作業） 
小分類４１６（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業） 

大分類Ｈ（運輸業、郵便業）のうち 
細分類４８９２ レッカー・ロードサービス業 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 
小分類６９３（駐車場業） 
中分類７０（物品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 
大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 

中分類７５（宿泊業） 
大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業） 
 ※ただし、小分類７９１（旅行業）は除く 
大分類Ｏ（教育、学習支援業） 
大分類Ｐ（医療、福祉） 
大分類Ｑ（複合サービス事業） 
大分類Ｒ（サービス業＜他に分類されないもの＞） 

小売業 

大分類Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業）のうち 
 細分類３３１３ 電気小売業 
 細分類３４１３ ガス小売業 
大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 

中分類５６（各種商品小売業） 
中分類５７（織物・衣服・身の回り品小売業） 
中分類５８（飲食料品小売業） 
中分類５９（機械器具小売業） 
中分類６０（その他の小売業） 
中分類６１（無店舗小売業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 
中分類７６（飲食店） 
中分類７７（持ち帰り・配達飲食サービス業） 

別表 
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添付書類の見本 

●「４ 申請に必要な書類」のうち、「（２）個人事業主の場合：税務署に提出した直近の

確定申告書類の写し」の見本は、以下のとおりです。 

 

「所得税及び復興特別所得税の申告書（第一表及び第二表）」 

※マイナンバー（個人番号）の部分を全て黒塗りしてください 
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「所得税青色申告決算書（１頁～２頁）」（青色申告の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



第１号様式（第７条関係）

（※）受付番号は県が記入します

〒 ―

〒 ―

円 人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

〒 ―

8

受付番号

申請日 令和 8 年 4 月 6 日

✓

香川県知事　殿

香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】申請書

香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】支給要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。

【申請者の情報】

163 8001

760 8570 高松 市・郡

　○○町○丁目○ー○○

（

右
の
い
ず
れ
か
に
✔
）

支
給
通
知
等
の
送
付
先

住所
（法人の本
店所在地）

特別高圧を
受電する
事業所の
所在地

東京
都・道
府・県

新宿
市・区

郡

　○○町○丁目○ー○○

　カブシキガイシャマルマル

香川県

資本金の額又は
出資の総額

10,000,000
常時使用する
従業員の数

30
製造業、建設業、運
輸業その他の業種

　株式会社○○

メールアドレス

フリガナ

フリガナ

氏名

生年
月日

 Ｔ． Ｓ． Ｈ．

   年   月   日

087 ― 123 ― 8912

　abcdefg@mail.com

　カガワ　ジロウ 電話番号 087 ― 123 ― 4567

　　　　　　カガワ　タロウ

都・道
府・県

申
請
者
の
種
別
（

い
ず
れ
か
に
記
入
）

法
人
の
場
合

個
人
事
業
主
の
場
合

住所
（代表者の
自宅住所）

フリガナ

店名・屋号

法人名

フリガナ

代表者職・氏名

業種

法人番号
（13桁）

フリガナ

担当者氏名

担当者
メールアドレス

―　　 　　― 

　香川　次郎 Fax

Fax

　代表取締役　香川　太郎

電話番号 ―　　　 　― 

市・区
郡

記載例

業種は次のいずれかを記入してください。

①製造業、建設業、運輸業その他の業種

②卸売業

③サービス業

④小売業



令和８年１月使用分（２月検針分）～３月使用分（４月検針分）の電気料金

申請期間：令和８年４月６日（月）～６月５日（金）

支給時期：審査終了後、令和８年８月中までを目途に随時支給します。

★計算方法について

（※）金融機関コード、支店コードは「金融機関コード一覧」にてご確認ください。

9

支援額
（①×②）

2,839円 5,395円 2,765円

【振込口座】申請者が法人の場合は当該法人名義の口座、個人事業主の場合は当該個人事業
主本人名義の口座に限ります。

金融機関名 ○○銀行

（２月検針分） （３月検針分） （４月検針分）

【支援金請求額】

対象月
令和８年１月使用分 令和８年２月使用分 令和８年３月使用分

支店名 △△支店

支援金請求額
（各月の支援額の合計）

10,999円

各月の①使用電力量（kWh）に②単価を乗じて、
１円未満の端数を切り捨てた金額を各月の支援
額とし、各月の支援額の合計を支援金請求額と
してください。

②単価 2.3円 2.3円 0.8円

①使用
電力量
（kWh）

1,234.56kWh 2,345.67kWh 3,456.78kWh

1 2 3

預金種目
(いずれかに✓) ✓ 普通 当座

金融機関コード 0 1 2 3 支店コード

5 6

フリガナ 　カ）マルマル

口座名義 　株式会社○○

口座番号 0 1 2 3 4

①使用電力量の欄にkWh数を
入力すると、各月の支援額
と支援金請求額（各月の支
援額の合計）が自動で計算
されます。
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第２号様式（第７条関係） 

【誓 約 書】 

香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】の支給を申請す

るに当たり、下記の内容について誓約します。 

１ この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。 

２ 申請事業者の代表者、役員等が、香川県補助金等交付規則第５条の２各号に掲

げる暴力団、暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを誓約しま

す。また、上記内容に該当しないことを確認するため、県が県警察本部に照会す

ることについて承諾します。 

（参考）香川県補助金等交付規則 

第５条の２ 知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当す

ることが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしないものとする。 

(１) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。） 

(２) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

３ 営業に関して必要な許認可等を全て取得しています。 

４ 申請内容の証拠書類を保存するとともに、県から申請の内容について立入検

査・報告・証拠書類提出の求めがあった場合には、これに応じます。 

５ 申請書類に記載された情報は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに

同意します。 

６ 要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、支援金の全額を即時返還す

るとともに、加算金等の支払い及び事業者名の公表に応じます。 

７ 申請日時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意

思を有しています。 

８ 香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】支給要綱第２条第１項

第３号に規定するみなし大企業ではありません。 

（参考）みなし大企業 

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者  

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者  

④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業者が所有している中小企業者 

⑤ ①～③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 

９ 法人税法別表第１に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体ではあり

ません。 

10 同一の内容で、本支援金以外の補助事業等と重複して申請していません。 

 

 

 

 

 

香川県知事 殿          

令和８年  月  日  株式会社○○○○ 

代表者職名・氏名  代表取締役 香川 太郎              

※誓約のチェックがなければ、申請書を受け付けることができません。 

受付番号 

（※）受付番号は県が記入します 

誓約する場合、

以下に✓を記入 

  
 

記載例 
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●申請書類の提出前に以下の内容を確認し、□に✔を付けてください。 

提
出 

県 

使用欄 
【提出書類】 

（１）香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金【第５期】申請書（第１号様式） 

  すべての必要項目を記載し、記載漏れがないことを確認した。 

  

支援金請求額が正しいことを確認した。 

★計算方法について 

各月の使用電力量（kWh）に支援単価を乗じて、１円未満の端数を切り捨てた金額

を各月の支援額とし、各月の支援額の合計を支援金請求額とする。 

（２）申請者の確認書類 ※第４期までに受給済で変更等がない場合は省略可能 

【法人の場合】 

  履歴事項全部証明書の写し 

【個人事業主の場合】 

☐  
税務署に提出した直近の確定申告書類の写し 

※マイナンバーの部分を全て黒塗りしている 

☐  

本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等） 

※申請書（第１号様式）の現住所と一致している。 

※マイナンバーカードの場合、オモテ面の写しのみを添付し、マイナンバーが記載

されたウラ面の写しは添付していない。 

（３）特別高圧の電力契約に関する書類 ※第４期までに受給済で変更等がない場合は省略可能 

【単独で受電している場合】 

☐  
支給対象期間に特別高圧の電力契約により電力供給を受けていることが確認できる

書類 

【商業施設等に入居する者である場合】 

  入居している商業施設等の特別高圧の電力契約が確認できる書類 

  申請者が入居していることが確認できる書類 

（４）支給対象期間の使用電力量（実績値）が確認できる書類 

  例：電力会社の請求書の写し、入居している商業施設等の請求書の写し 

（５）支援金の振込口座の通帳等の写し ※第４期までに受給済で変更等がない場合は省略可能 

 

 

振込口座は、申請者が法人の場合は当該法人、申請者が個人事業主の場合は当該個

人事業主本人の名義である。 

 

通帳等の写しには、口座名義人、金融機関名、金融機関の(支)店名、預金の種目及

び口座番号が記載されている。（インターネットバンキングの場合、該当ページを

印刷） 

（６）誓約書（第２号様式） 

  申請者（法人の場合はその代表者）が誓約書の内容を確認し、チェックを入れた。 

 

 

 
第４期までに本支援

金を受給済 【チェックリスト】 

受付番号 

（※）受付番号は県が記入します 

記載例 



金融機関コード一覧（金融機関コード）

支店名 コード

　１　地方銀行 百十四銀行 ０１７３

香川銀行 ０５７３

中国銀行 ０１６８

阿波銀行 ０１７２ 高松 ５０１

丸亀 ５１１

伊予銀行 ０１７４ 高松 ５００

坂出 ５０１

丸亀 ５０２

高松東 ５０３

観音寺 ５０４

四国銀行 ０１７５ 高松 ４０１

高松南 ４０２

坂出 ４０３

丸亀 ４０４

善通寺 ４０５

観音寺 ４０７

伏石 ４１２

徳島大正銀行 ０５７２ 高松 ０１４

丸亀 ０１９

愛媛銀行 ０５７６ 高松 ０７１

坂出 ０７２

丸亀 ０７３

観音寺 ０７４

高知銀行 ０５７８ 高松 ０５１

金融機関名 金融機関コード種別

※支店一覧は、（その２）②参照

※支店一覧は、（その２）①参照

支店

※支店一覧は、（その２）③参照



支店名 コード
金融機関名 金融機関コード種別

支店

　２　都市銀行 みずほ銀行 ０００１ 高松法人 ０８８

高松 ６４７

　三菱ＵＦＪ銀行 ０００５ 高松 ４８８

高松中央 ６２０

三井住友銀行 ０００９ 高松 ６７４

あおぞら銀行 ０３９８ 高松 ８１１

　３　信託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 ０２８８ 高松 ７７０

三井住友信託銀行 ０２９４ 高松 ８７１

　４　信用金庫 高松信用金庫 １８３０

観音寺信用金庫 １８３３

信金中央金庫 １０００ 四国 ０１８

　５　信用組合 香川県信用組合 ２７２１

朝銀西信用組合 ２６７２ 香川 ００６

　６　ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 ９９００

　７　農業協同組合 香川県農業協同組合 ８３３２

　８　信用漁業協同組合連合会 西日本信用漁業協同組合連合会 ９４８６ 本店 ００１

　９　商工中金 商工組合中央金庫 ２００４ 高松 ３７１

※支店一覧は、（その２）⑤参照

※支店一覧は、（その２）⑥参照

※支店一覧は、（その２）⑦参照

※支店一覧は、（その２）⑧参照

※支店一覧は、（その２）④参照



金融機関コード一覧（支店コード）

金融機関名 金融機関コード

①百十四銀行 ０１７３

支店名 支店コード 支店名 支店コード

本店営業部 １０１ 丸亀支店 ２７１

振込支店 １８０ 城西支店 ２７２

高松支店 ２０１ 善通寺支店 ２７３

栗林支店 ２０２ 琴平支店 ２７４

東支店 ２０３ 多度津支店 ２７５

西支店 ２０４ 満濃支店 ２７６

田町支店 ２０５ 須田出張所 ２８０

高松駅前出張所 ２０６ 詫間支店 ２８１

県庁支店 ２０７ 高瀬支店 ２８２

高松市役所支店 ２０８ 山本支店 ２８３

瓦町支店 ２１０ 仁尾支店 ２８４

宮脇支店 ２１１ 観音寺支店 ２８５

松福支店 ２１２ 大野原支店 ２８６

中央市場支店 ２１３ 豊浜支店 ２８７

桜町出張所 ２１４ 観音寺東部支店 ２８８

木太支店 ２１８ 三野町支店 ２８９

太田支店 ２１９ ゆめタウン高松出張所 ３０２

屋島支店 ２２０ 鶴尾出張所 ３０３

仏生山支店 ２２１ 伏石支店 ３０４

香西支店 ２２２ 鬼無出張所 ３０５

円座支店 ２２３ 畑田出張所 ３０９

八栗支店 ２２４ 庵治出張所 ３１１

志度支店 ２２５ 古高松支店 ３１２

三木支店 ２２６ 医大前出張所 ３１４

川島支店 ２２７ 水田支店 ３１５

綾南支店 ２２８ 端岡出張所 ３１７

国分寺支店 ２２９ 浅野出張所 ３１８

空港口支店 ２３０ 坂出市役所出張所 ３２４

直島支店 ２３１ 丸亀東支店 ３２８

内海支店 ２４１ 丸亀南支店 ３２９

土庄支店 ２４２ 塩屋出張所 ３３１

引田支店 ２５１ 東部出張所 ３３３

白鳥支店 ２５２ 財田代理店 ３３４

三本松支店 ２５３ 観音寺市役所出張所 ３３５

津田支店 ２５４ 一宮出張所 ３４１

長尾支店 ２５５ 鶴市出張所 ３４２

富田支店 ２５６ 観音寺南支店 ３４５

坂出支店 ２６１ 丸亀市役所出張所 ３５７

坂出東部支店 ２６２ 頭脳化センター出張所 ３５８

駒止支店 ２６３ さぬき市役所出張所 ３５９

飯山支店 ２６４ フジグラン丸亀出張所 ３６３

宇多津支店 ２６５ エイテイエム統括支店 ３８９



金融機関名 金融機関コード

②香川銀行 ０５７３

支店名 支店コード 支店名 支店コード

本店営業部 １００ 川島支店 １３３

南新町出張所 １０１ 県庁支店 １３５

兵庫町支店 １０２ 三本松支店 ２０１

栗林支店 １０３ 津田支店 ２０２

東支店 １０４ 志度支店 ２０３

通町支店 １０５ 長尾支店 ２０４

香西支店 １０６ 滝宮支店 ２０５

西宝町支店 １０７ 小豆島支店 ２０６

屋島支店 １０８ 内海支店 ２０７

仏生山支店 １０９ 白鳥支店 ２０８

木太支店 １１０ 三木支店 ２０９

高田支店 １１１ 坂出支店 ３０１

今里支店 １１２ 宇多津支店 ３０２

中央市場支店 １１３ 丸亀支店 ３０３

勅使支店 １１４ 多度津支店 ３０４

三条支店 １１５ 善通寺支店 ３０５

水田支店 １１７ 琴平支店 ３０６

国分寺支店 １１８ 詫間支店 ３０７

岡本支店 １１９ 観音寺支店 ３０９

浅野支店 １２０ 飯山支店 ３１０

潟元支店 １２３ 丸亀西支店 ３１１

円座支店 １２５ 郡家支店 ３１２

鶴市出張所 １２６ 高瀬支店 ３１３

空港口支店 １２８ 南出張所 ３１４

宮脇町出張所 １２９ 坂出東支店 ３１５

源平通出張所 １３０ 満濃支店 ３１６

福岡町支店 １３１ 観音寺東支店 ３１７

伏石支店 １３２ 土器町出張所 ３１９

綾歌支店 ３２０

金融機関名 金融機関コード

③中国銀行 ０１６８

支店名 支店コード 支店名 支店コード

高松 ５０１ 坂出支店 ５１０

高松南 ５０２ 丸亀支店 ５１１

高松東 ５０３ 多度津支店 ５１２

志度支店 ５０４ 善通寺支店 ５１３

津田支店 ５０５ 琴平支店 ５１４

三本松支店 ５０６ 詫間支店 ５１５

長尾支店 ５０８ 観音寺支店 ５１６

川東支店 ５０９ 国分寺支店 ５２１



金融機関名 金融機関コード

④高松信用金庫 １８３０

支店名 支店コード 支店名 支店コード

本店営業部 ０２０ 三本松支店 ０４６
栗林支店 ０２１ 国分寺支店 ０４７
西通町支店 ０２２ 三木支店 ０５０
八本松支店 ０２４ 土庄支店 ０５１
片原町支店 ０２５ 坂出支店 ０５２
花園支店 ０２６ 志度支店 ０５３
屋島支店 ０２８ 坂出東支店 ０５５
木太支店 ０２９ 宇多津支店 ０５８
元山支店 ０３０ 丸亀城西支店 ０５９
レインボー支店 ０３１ 丸亀支店 ０６０
弦打支店 ０３２ 善通寺支店 ０６２
仏生山支店 ０３６ 琴平支店 ０６３
一宮支店 ０３８ 多度津支店 ０６４
太田支店 ０４０ 丸亀南支店 ０７０
空港口支店 ０４５ 観音寺支店 ０７１

高瀬支店 ０７２

金融機関名 金融機関コード

⑤観音寺信用金庫 １８３３

支店名 支店コード 支店名 支店コード
本店営業部 ００１ 南支店 ００９
港支店 ００２ 豊中支店 ０１０
豊浜支店 ００３ 三野支店 ０１１
高瀬支店 ００４ 財田支店 ０１２
大野原支店 ００５ 国道支店 ０１３
山本支店 ００６ 茂木支店 ０１４
詫間支店 ００７ 丸亀支店 ０１５
仁尾支店 ００８ 坂出支店 ０１６

四国中央支店 ０１７

金融機関名 金融機関コード

⑥香川県信用組合 ２７２１

支店名 支店コード 支店名 支店コード
本店営業部 ００１ 中央支店 ０１１
栗林支店 ００２ 三本松支店 ０１２
新橋支店 ００３ 坂出支店 ０１３
屋島支店 ００６ 丸亀支店 ０１４
仏生山支店 ００７ 琴平支店 ０１５
円座支店 ００８ 観音寺支店 ０１６
川東支店 ００９ 高瀬支店 ０１７
長尾支店 ０１０ 土庄支店 ０１８

志度支店 ０２０



金融機関名 金融機関コード

⑦ゆうちょ銀行 ９９００

支店名 支店コード 支店名 支店コード

〇〇八 ００８ 三一八 ３１８
〇一八 ０１８ 三二八 ３２８
〇一九 ０１９ 三三八 ３３８
〇二八 ０２８ 四〇八 ４０８
〇二九 ０２９ 四一八 ４１８
〇三八 ０３８ 四二八 ４２８
〇三九 ０３９ 四三八 ４３８
〇四八 ０４８ 四四八 ４４８
〇四九 ０４９ 四五八 ４５８
〇五八 ０５８ 四六八 ４６８
〇五九 ０５９ 四七八 ４７８
〇六八 ０６８ 五一八 ５１８
〇六九 ０６９ 五二八 ５２８
〇七八 ０７８ 五三八 ５３８
〇七九 ０７９ 五四八 ５４８
〇八八 ０８８ 五五八 ５５８
〇八九 ０８９ 六一八 ６１８
〇九八 ０９８ 六二八 ６２８
〇九九 ０９９ 六三八 ６３８
一〇八 １０８ 六四八 ６４８
一〇九 １０９ 七〇八 ７０８
一一八 １１８ 七一八 ７１８
一一九 １１９ 七二八 ７２８
一二八 １２８ 七三八 ７３８
一二九 １２９ 七四八 ７４８
一三八 １３８ 七五八 ７５８
一三九 １３９ 七六八 ７６８
一四八 １４８ 七七八 ７７８
一四九 １４９ 七八八 ７８８
一五九 １５９ 七九八 ７９８
一六九 １６９ 八一八 ８１８
一七九 １７９ 八二八 ８２８
一八九 １８９ 八三八 ８３８
一九九 １９９ 八四八 ８４８
二〇八 ２０８ 八五八 ８５８
二〇九 ２０９ 八六八 ８６８
二一八 ２１８ 九〇八 ９０８
二一九 ２１９ 九一八 ９１８
二二八 ２２８ 九二八 ９２８
二二九 ２２９ 九三八 ９３８
二三八 ２３８ 九四八 ９４８
二三九 ２３９ 九五八 ９５８
二四八 ２４８ 九六八 ９６８
二四九 ２４９ 九七八 ９７８
二五九 ２５９ 九八八 ９８８
二六九 ２６９ 九九八 ９９８
二七九 ２７９ 高松出張所 ６３０
二八九 ２８９ 丸亀出張所 ６３１



金融機関名 金融機関コード

⑧香川県農業協同組合 ８３３２

支店名 支店コード 支店名 支店コード

本店 ００１ 北浦支店  ４３４
相生支店  １０１ 四海支店  ４３５
引田支店  １０２ 豊島支店  ４３６
白鳥支店  １０７ 陶支店  ４５１
誉水支店  １３２ 昭和出張所  ４５２
大内丹生支店  １３３ 綾上支店  ４５４
富田支店  １５２ 滝宮支店  ４５８
石田支店  １５４ 国分寺支店  ４７１
大川造田出張所  １５５ 国分寺南支店  ４７２
長尾支店  １５６ 王越支店  ４８１
津田支店  １７２ 松山支店  ４８２
鴨部支店  １７４ 林田支店  ４８３
鴨庄支店  １７５ 坂出市支店  ４８４
志度支店  １７６ 府中支店  ５０１
三木町支店  ２００ 宇多津支店  ５０５
田中支店  ２０４ 川津町支店  ５０６
氷上支店  ２０５ 綾歌支店  ５３１
井戸出張所  ２０７ 法勲寺支店  ５３３
川東支店  ２３２ 坂本支店  ５３４
塩江支店  ２３４ 岡田支店  ５３５
香南支店  ２３６ 協栄支店  ５５０
香川浅野支店  ２３８ 琴南支店  ５５１
直島支店  ２５１ 長炭出張所  ５５３
林支店  ２６１ 高篠出張所  ５５８
川添支店  ２６２ 仲南支店  ５５９
川島支店  ２６３ 丸亀支店  ５７０
高松南部十河支店  ２６４ 丸亀東支店  ５７６
植田支店  ２６５ 城南出張所  ５８０
前田支店  ２６７ 報徳出張所  ５８１
高田出張所  ２６９ 丸亀北支店  ５８３
高松市中央一宮支店  ３０１ 琴平支店  ６０１
仏生山支店  ３０２ 善通寺支店  ６１０
多肥支店  ３０３ 善通寺麻野出張所  ６１１
三谷支店  ３０４ 上郷出張所  ６１２
木太支店  ３０６ 与北出張所  ６１４
鶴尾支店  ３０７ 筆岡出張所  ６１５
古高松支店  ３１３ 吉原出張所  ６１６
屋島支店  ３１４ 龍川出張所  ６１７
牟礼支店  ３１５ 多度津支店  ６４２
庵治支店  ３１６ 山本支店  ６６２
木太北部出張所  ３１７ 財田支店  ６６５
塩上支店  ３４１ 高瀬支店  ７０３
幸町支店  ３４２ 三野支店  ７０６
桜町支店  ３４４ 高瀬東部支店  ７０８
高松市太田支店  ３５１ 豊中支店  ７２４
川岡出張所  ３７１ 詫間支店  ７４１
円座支店  ３７２ 観音寺町支店  ７６１
檀紙支店  ３７３ 高室支店  ７６２
高松市西部鬼無支店  ３７４ 常磐支店  ７６３
弦打支店  ３７５ 一ノ谷支店  ７６４
香西支店  ３７６ 豊田支店  ７６５
下笠居支店  ３７７ 柞田支店  ７６７
檀紙北出張所  ３７８ 仁尾町支店  ７６９
内海支店  ４０３ 大野原支店  ８０１
苗羽支店  ４０４ 紀伊支店  ８０２
福田支店  ４０６ 萩原支店  ８０３
池田支店  ４２０ 五郷支店  ８０４
土庄支店  ４３１ 和田支店  ８０５

豊浜支店  ８２１


